
O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

ポイント事業  スマートフォン購入促進ポイント事業について
　本年度も、スマートフォン購入促進ポイント事業を継続して実施します。より多くの町民の皆さま
にデジタルサービスをご利用いただけるよう「初めてスマートフォンを購入された65歳以上の方」に
対して20,000ポイントを付与します！

要　件 ■ 初めてスマートフォンを購入した方（令和７年10月1日以降に購入された方）
 ※フィーチャーフォン（ガラケー）からの買い替えも対象です。

■ 町内在住者で令和８年度に65歳以上の方（昭和36年3月31日以前に生まれた方）
■ 町が指定するアプリをインストールし、利用すること
　・地域通貨アプリ「chiica」・健康アプリ「まるけん」・大崎町公式LINE

ポイント ■ �スマホ購入促進ポイント　 
20,000ポイント

【申請方法は以下のとおり】
①�役場企画政策課デジタル推進係に購入前に電話をする
　�申請方法を説明します。フィーチャーフォン（ガラケー）

からスマホへ機種変更の場合は、申請時に旧端末を役場
にお持ちください。

②店舗に行ってスマートフォンを購入する
③マイナンバーなどの身分証明書と店舗からの購入明細書を持参し、企画政策課に提出する。
※「オオサキポイントカード」も必ずご持参ください。※各アプリのインストールは、職員がサポートいたします。

※�すべての要
件を満たす
必要があり
ます

加盟店で20,000円分のお買い物ができます！

問 デジタル推進係（222）企画政策課

問 共生協働係（221・224）企画政策課 「きっかけは、声かけから！」

「スマホ購入促進ポイント事業」に関するお問い合わせは、役場企画政策課デジタル推進係まで

スマホにチャレンジ！

申請締切
令和９年３月31日まで

31 ︱ 広報おおさき ︱ 令和８年４月号


